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第７３号議案 

安城市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

上記の条例を次のとおり制定するものとする。 

令和６年１１月２９日提出 

安城市長 三 星 元 人 

安城市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正 

する条例 

第１条 安城市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和４１年条例

第１５号）の一部を次のように改正する。 

第６条第２項中「１００分の１７０」を「１００分の１７５」に改める。 

第２条 安城市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のよう

に改正する。 

  第６条第２項中「１００分の１７５」を「１００分の１７２．５」に改める。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和７年４月

１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の安城市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関す

る条例（以下「改正後の条例」という。）の規定は、令和６年１２月１日から適

用する。 

（期末手当の内払） 

３ 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改正前の

安城市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給さ

れた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。 
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－提案理由－ 

この案を提出したのは、人事院勧告を踏まえ、市議会議員の期末手当を改定する

必要があるため。 
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第７４号議案 

安城市パートタイム会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例の制定について 

上記の条例を次のとおり制定するものとする。 

令和６年１１月２９日提出 

安城市長 三 星 元 人 

安城市パートタイム会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例 

 安城市パートタイム会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例（令和

元年安城市条例第４５号）の一部を次のように改正する。 

第４条各号中「当該職員が任用された日の属する年度の４月１日における」を削

る。 

第１１条第１項中「、同条第２項中「とする」とあるのは「とする。ただし、期

末手当基礎額に乗ずる割合（以下この項において「支給率」という。）の改定が行

われる年度における職員の期末手当の支給率は、当該職員が任用された日の属する

年度の４月１日における支給率によるものとする」と」を削る。 

 第１１条の２第１項中「各号を」を「第２号を」に、「同条第２項中「支給する

勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に

定める額」とあるのは「職員に支給する勤勉手当の額の総額は、当該職員の勤勉手

当基礎額に１００分の１０２．５を乗じて得た額の総額」を「同条第２項第１号中

「職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員」とあるのは「職員」と、「

勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在（退職し、又は死亡した職員に

あっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。）において受けるべ

き扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額」とある

のは「勤勉手当基礎額」に改める。 

附 則 
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１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の安城市パートタイム会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する

条例第４条各号及び第１１条第１項の規定は、令和６年４月１日から適用する。 

－提案理由－ 

この案を提出したのは、パートタイム会計年度任用職員の報酬等について、一般

職の常勤職員の給与に係る改定の取扱いに準じた改定を行う上で、必要があるため。 
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第７５号議案 

安城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 

上記の条例を次のとおり制定するものとする。 

令和６年１１月２９日提出 

安城市長 三 星 元 人 

安城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部 

を改正する条例 

第１条 安城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例（昭和３７

年条例第３号）の一部を次のように改正する。 

第５条第２項中「１００分の１７０」を「１００分の１７５」に改める。 

第２条 安城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を次

のように改正する。 

第５条第２項中「１００分の１７５」を「１００分の１７２．５」に改める。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和７年４月

１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の安城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費

に関する条例（以下「改正後の条例」という。）の規定は、令和６年１２月１日

から適用する。 

（期末手当の内払） 

３ 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改正前の

安城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて

支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。 

-5-



－提案理由－ 

この案を提出したのは、人事院勧告を踏まえ、特別職の職員で常勤のものの期末

手当を改定する必要があるため。 
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第７６号議案 

安城市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

上記の条例を次のとおり制定するものとする。 

令和６年１１月２９日提出 

安城市長 三 星 元 人 

安城市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 安城市職員の給与に関する条例（昭和２９年条例第１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２１条第２項中「１００分の１２２．５」を「１００分の１２７．５」に改

め、同条第３項中「１００分の１２２．５」を「１００分の１２７．５」に、「

１００分の６８．７５」を「１００分の７１．２５」に改める。 

第２２条第２項第１号中「１００分の１０２．５」を「１００分の１０７．５

」に改め、同項第２号中「１００分の４８．７５」を「１００分の５１．２５」

に改める。 

  附則別表を次のように改める。 

附則別表（附則第２条関係） 

市費負担教員給料表 

職務の級 １級 ２級 

号給 給料月額 給料月額 

１ 

円 

２０４，６００ 

円 

２２５，９００ 

２ ２０７，０００ ２２８，４００ 

３ ２０９，３００ ２３０，８００ 

４ ２１１，６００ ２３３，３００ 

５ ２１３，９００ ２３５，８００ 
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６ ２１６，２００ ２３８，２００ 

７ ２１８，５００ ２４０，７００ 

８ ２２０，７００ ２４３，１００ 

９ ２２３，０００ ２４５，６００ 

１０ ２２５，２００ ２４７，２００ 

１１ ２２７，５００ ２４８，９００ 

１２ ２２９，７００ ２５０，５００ 

１３ ２３２，０００ ２５２，１００ 

１４ ２３４，１００ ２５３，７００ 

１５ ２３６，３００ ２５５，１００ 

１６ ２３８，４００ ２５６，５００ 

１７ ２４０，６００ ２５８，０００ 

１８ ２４２，４００ ２５９，２００ 

１９ ２４４，２００ ２６０，４００ 

２０ ２４５，９００ ２６１，７００ 

２１ ２４７，６００ ２６３，１００ 

２２ ２４９，０００ ２６４，３００ 

２３ ２５０，３００ ２６５，７００ 

２４ ２５１，６００ ２６７，０００ 

２５ ２５２，９００ ２６８，３００ 

２６ ２５４，０００ ２７０，３００ 

２７ ２５５，１００ ２７２，１００ 

２８ ２５６，２００ ２７３，９００ 

２９ ２５７，５００ ２７５，７００ 

３０ ２５８，８００ ２７７，９００ 

３１ ２６０，０００ ２８０，２００ 

３２ ２６１，２００ ２８２，４００ 

３３ ２６２，４００ ２８４，７００ 

３４ ２６３，６００ ２８６，９００ 

３５ ２６４，８００ ２８９，２００ 
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３６ ２６６，１００ ２９１，３００ 

３７ ２６７，３００ ２９３，４００ 

３８ ２６８，５００ ２９５，３００ 

３９ ２６９，７００ ２９７，３００ 

４０ ２７１，０００ ２９９，１００ 

４１ ２７２，２００ ３０１，０００ 

４２ ２７３，３００ ３０２，９００ 

４３ ２７４，５００ ３０４，８００ 

４４ ２７５，６００ ３０６，５００ 

４５ ２７６，６００ ３０８，２００ 

４６ ２７７，４００ ３１０，１００ 

４７ ２７８，２００ ３１１，８００ 

４８ ２７９，１００ ３１３，５００ 

４９ ２７９，８００ ３１５，１００ 

５０ ２８０，６００ ３１６，８００ 

５１ ２８１，３００ ３１８，７００ 

５２ ２８２，０００ ３２０，４００ 

５３ ２８２，８００ ３２１，７００ 

５４ ２８３，７００ ３２３，７００ 

５５ ２８４，５００ ３２５，５００ 

５６ ２８５，２００ ３２７，３００ 

５７ ２８５，９００ ３２９，０００ 

５８ ２８６，７００ ３３１，０００ 

５９ ２８７，６００ ３３２，７００ 

６０ ２８８，３００ ３３４，４００ 

６１ ２８８，９００ ３３６，２００ 

６２ ２８９，６００ ３３８，０００ 

６３ ２９０，３００ ３３９，９００ 

６４ ２９０，９００ ３４１，６００ 

６５ ２９１，７００ ３４３，３００ 
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６６ ２９２，４００ ３４４，７００ 

６７ ２９３，１００ ３４６，０００ 

６８ ２９３，８００ ３４７，３００ 

６９ ２９４，５００ ３４８，９００ 

７０ ２９５，３００ ３５０，４００ 

７１ ２９６，１００ ３５１，９００ 

７２ ２９６，８００ ３５３，５００ 

７３ ２９７，３００ ３５４，９００ 

７４ ２９８，０００ 

７５ ２９８，７００ 

７６ ２９９，３００ 

７７ ２９９，９００ 

７８ ３００，７００ 

７９ ３０１，３００ 

８０ ３０１，９００ 

８１ ３０２，５００ 

８２ ３０３，１００ 

８３ ３０３，７００ 

８４ ３０４，３００ 

８５ ３０４，９００ 

８６ ３０５，４００ 

８７ ３０５，９００ 

８８ ３０６，４００ 

８９ ３０６，８００ 

９０ ３０７，４００ 

９１ ３０７，９００ 

９２ ３０８，４００ 

９３ ３０８，７００ 

９４ ３０９，３００  

９５ ３０９，８００  
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９６ ３１０，２００  

９７ ３１０，６００  

９８ ３１１，１００  

９９ ３１１，６００  

１００ ３１２，０００  

１０１ ３１２，４００  

１０２ ３１２，８００  

１０３ ３１３，３００  

１０４ ３１３，６００  

１０５ ３１３，８００  

１０６ ３１４，１００  

１０７ ３１４，４００  

１０８ ３１４，６００  

１０９ ３１４，８００  

１１０ ３１５，０００  

１１１ ３１５，３００  

１１２ ３１５，６００  

１１３ ３１５，８００  

１１４ ３１６，０００  

１１５ ３１６，２００  

１１６ ３１６，５００  

１１７ ３１６，８００  

１１８ ３１７，０００  

１１９ ３１７，３００  

１２０ ３１７，７００  

１２１ ３１７，９００  

１２２ ３１８，１００  

１２３ ３１８，３００  

１２４ ３１８，６００  

１２５ ３１８，９００  
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  別表第１を次のように改める。 

別表第１（第４条関係） 

職務
の級

1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円 円
183,500 230,000 261,300 287,300 309,800 335,000 373,400 415,600 465,500

184,600 231,500 262,300 288,900 311,500 336,900 376,000 418,000 468,600

185,800 233,000 263,300 290,400 313,200 338,700 378,300 420,500 471,600

186,900 234,500 264,300 291,900 314,700 340,500 380,500 422,900 474,600

188,000 236,000 265,300 293,400 316,100 342,200 382,400 424,800 477,600

189,700 237,500 266,300 294,900 317,400 343,900 384,700 426,900 480,600

191,300 239,000 267,300 296,300 318,700 345,500 386,800 429,000 483,600

192,900 240,500 268,300 297,600 320,000 347,200 388,800 431,200 486,700

194,500 242,000 269,300 298,800 321,300 348,800 390,800 433,100 489,400

196,200 243,400 270,300 300,300 323,100 350,500 393,100 435,200 492,500

197,800 244,800 271,300 301,800 324,900 352,100 395,300 437,300 495,500

199,400 246,200 272,300 303,200 326,600 353,700 397,500 439,200 498,600

201,000 247,400 273,300 304,600 328,300 355,200 399,700 440,900 501,300

202,700 248,600 274,300 305,700 330,000 356,900 402,000 442,700 503,600

204,400 249,800 275,300 306,700 331,700 358,500 404,200 444,600 505,900

206,100 251,000 276,400 307,900 333,400 360,100 406,500 446,500 508,200

207,400 252,100 277,400 309,100 335,000 361,700 408,300 448,300 510,200

209,000 253,200 278,700 310,700 336,700 363,500 410,200 450,100 511,600

210,600 254,300 280,000 312,300 338,400 365,000 412,100 451,900 513,100

212,100 255,400 281,200 313,900 340,000 366,600 413,900 453,600 514,500

213,600 256,400 282,500 315,400 341,500 368,000 415,700 455,400 515,700

215,200 257,400 283,800 317,000 343,100 369,600 417,500 456,900 517,100

216,800 258,400 285,000 318,600 344,700 371,200 419,300 458,300 518,600

218,400 259,400 286,200 320,200 346,200 372,700 421,100 459,800 520,100

220,000 260,400 287,300 321,700 347,600 374,600 422,700 461,200 521,200

221,700 261,300 288,500 323,400 349,300 376,500 424,200 462,500 522,300

223,000 262,200 289,800 325,000 350,900 378,400 425,700 463,800 523,500

224,300 263,100 291,100 326,600 352,500 380,200 427,200 465,000 524,700

225,600 263,900 292,400 328,000 353,700 381,700 428,700 466,000 525,700

226,700 264,700 293,400 329,700 355,200 383,500 430,000 466,700 526,600

227,800 265,500 294,400 331,400 356,700 385,200 431,300 467,400 527,500

228,900 266,300 295,500 333,000 358,200 386,800 432,500 468,100 528,400

230,000 267,000 296,600 334,200 359,900 388,500 433,700 468,800 529,200

231,100 267,800 297,800 336,100 361,700 389,900 435,000 469,500 530,100

232,200 268,600 298,900 337,800 363,400 391,300 436,300 470,100 530,800

233,300 269,300 300,100 339,400 365,100 392,700 437,500 470,700 531,300

234,400 270,000 301,300 340,900 366,500 394,100 438,700 471,200 532,000

235,400 270,800 302,600 342,500 367,800 395,300 439,500 471,800 532,600

236,400 271,600 303,900 344,100 369,000 396,500 440,300 472,400 533,400

237,300 272,300 305,200 345,700 370,400 397,500 441,100 473,000 534,000

職員の
区分

9

10

29

13

14

15

16

19

20

33

36

37

38

39

40

25

26

27

28

18

21

24

30

8

11

17

23

34

35

31

32

行　政　職　給　料　表　（一）

号給

1

2

3

4

22

12

5

6

7
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238,200 273,000 306,500 347,400 371,500 398,600 441,700 473,500 534,500

239,100 273,800 307,800 349,200 372,400 399,800 442,300 474,000

239,900 274,600 309,100 351,000 373,400 400,900 442,900 474,400

240,700 275,300 310,400 352,800 374,500 402,000 443,500 474,700

241,400 276,000 311,700 354,300 375,300 402,700 444,200 475,000

242,000 276,700 313,000 355,700 376,200 403,400 445,000

242,600 277,400 314,300 357,100 377,100 404,100 445,400

243,200 278,100 315,400 358,500 377,900 404,800 446,100

243,800 278,800 316,300 360,000 378,700 405,400 446,600

244,400 279,500 317,600 360,800 379,500 406,000 447,000

245,000 280,200 318,900 361,800 380,300 406,500 447,400

245,500 280,900 320,200 362,800 381,000 406,900 447,800

246,000 281,500 321,400 363,700 381,700 407,300 448,200

246,400 282,200 322,700 364,800 382,400 407,500 448,600

246,700 282,800 323,900 365,700 383,100 407,800 449,000

247,000 283,500 325,100 366,700 383,800 408,100 449,300

247,300 284,100 326,400 367,600 384,300 408,400 449,600

247,600 284,800 327,500 368,300 384,900 408,700 450,000

247,900 285,400 328,600 369,000 385,500 409,000 450,300

248,200 286,100 329,700 369,600 386,200 409,300 450,600

248,500 286,700 330,400 370,000 386,600 409,500 450,900

248,800 287,400 331,300 370,600 387,200 409,800

249,100 288,000 332,000 371,300 387,800 410,100

249,400 288,500 332,800 372,000 388,300 410,400

249,700 289,000 333,600 372,300 388,700 410,600

250,000 289,600 334,000 373,000 389,300 410,900

250,300 290,100 334,600 373,700 389,900 411,200

250,600 290,700 335,300 374,300 390,400 411,500

250,900 291,200 336,100 374,600 390,800 411,700

251,200 291,700 336,800 375,100 391,300 412,000

251,500 292,300 337,500 375,700 391,800 412,300

251,800 292,900 338,100 376,300 392,400 412,500

252,100 293,400 338,600 376,600 392,700 412,700

252,400 293,900 339,200 377,200 393,100 413,000

252,700 294,300 339,700 377,900 393,500 413,300

253,000 294,600 340,300 378,500 393,900 413,500

253,300 294,800 340,600 378,900 394,200 413,700

253,600 295,100 341,100 379,400 394,500 414,000

253,900 295,300 341,500 380,000 394,800 414,300

254,200 295,600 341,900 380,500 395,000 414,500

254,500 295,800 342,300 381,000 395,200 414,700

254,800 296,000 342,800 381,600 395,500 415,000

255,100 296,300 343,300 382,100 395,800 415,300

255,400 296,500 343,800 382,400 396,000 415,500

255,700 296,800 344,100 382,800 396,200 415,700

256,000 297,100 344,500 383,300 396,500

256,300 297,400 344,900 383,700 396,800

256,600 297,700 345,300 384,100 397,000

256,900 298,000 345,600 384,500 397,200

257,200 298,300 346,000 385,000 397,500

257,500 298,600 346,400 385,400 397,800

定年前
再任用
短時間
勤務職
員以外
の職員

65

66

68

69

70

71

87

81

82

83

85

86

67

77

78

79

76

80

72

73

74

75

91

63

64

43

44

41

42

51

52

59

60

53

54

55

56

88

89

90

84

45

46

47

48

61

62

57

58

49

50
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257,800 299,000 346,800 385,800 398,000

258,100 299,200 347,000 386,100 398,200

299,400 347,400

299,700 347,800

300,100 348,200

300,300 348,400

300,600 348,800

301,000 349,200

301,400 349,500

301,600 349,800

301,900 350,200

302,200 350,600

302,500 351,000

302,700 351,500

303,000 351,900

303,300 352,300

303,600 352,700

303,800 353,200

304,200 353,600

304,600 353,900

304,900 354,200

305,100 354,700

305,300 355,100

305,600 355,400

306,000 355,700

306,200 356,200

306,400 356,600

306,700 356,900

307,000 357,200

307,400 357,700

307,600 358,100

307,900 358,400

308,200

308,500

基準給
料月額

基準給
料月額

基準給
料月額

基準給
料月額

基準給
料月額

基準給
料月額

基準給
料月額

基準給
料月額

基準給
料月額

円
192,000

円
219,500

円
260,000

円
279,700

円
294,900

円
320,600

円
362,700

円
396,200

円
448,000

定年前
再任用
短時間
勤務職
員

97

98

99

93

94

92

96

124

125

120

121

122

123

112

113

114

115

116

117

118

119

109

110

111

104

105

106

107

108

100

95

101

102

103

第２条 安城市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

 第２１条第２項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２５」に改め、

同条第３項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２５」に、「１００分

の７１．２５」を「１００分の７０」に改める。 

第２２条第２項第１号中「１００分の１０７．５」を「１００分の１０５」に

改め、同項第２号中「１００分の５１．２５」を「１００分の５０」に改める。 

附 則 
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（施行期日等） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条及び附則第４条の規

定は、令和７年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の安城市職員の給与に関する条例（以下この項及び

次条において「改正後の給与条例」という。）附則別表及び別表第１（安城市フ

ルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例（令和元年安城市条例第４６号。

以下この項及び次条において「フルタイム職員給与条例」という。）第５条第１

項において引用する場合を含む。）の規定は令和６年４月１日から、改正後の給

与条例第２１条第２項（フルタイム職員給与条例第１８条第１項及び安城市パー

トタイム会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例（令和元年安城市

条例第４５号。以下この項及び次条において「パートタイム職員報酬等条例」と

いう。）第１１条第１項の規定によりその例によることとされる場合を含む。）

並びに第３項並びに第２２条第２項第１号（フルタイム職員給与条例第１８条の

２第１項及びパートタイム職員報酬等条例第１１条の２第１項の規定によりその

例によることとされる場合を含む。）及び第２号の規定は同年１２月１日から適

用する。 

（給与の内払） 

第２条 改正後の給与条例の規定（フルタイム職員給与条例第５条第１項において

引用し、並びにフルタイム職員給与条例第１８条第１項及びパートタイム職員報

酬等条例第１１条第１項並びにフルタイム職員給与条例第１８条の２第１項及び

パートタイム職員報酬等条例第１１条の２第１項の規定によりその例によること

とされる場合（以下この条において「他条例において引用等する場合」という。

）を含む。以下この条において同じ。）を適用する場合においては、第１条の規

定による改正前の安城市職員の給与に関する条例（以下この条において「改正前

の給与条例」という。）の規定（他条例において引用等する場合を含む。以下こ

の条において同じ。）に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定に

よる給与の内払とみなす。この場合において、改正後の給与条例の規定に基づい

て支給されるべき給与と改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与との

差額の支給日は、市長が別に定める。 

（安城市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正） 

第３条 安城市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成２３

年安城市条例第８号）の一部を次のように改正する。 
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  第９条第２項の表第２１条第２項の項中「１００分の１２２．５」を「１００

分の１２７．５」に改める。 

第４条 安城市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を次

のように改正する。 

  第９条第２項の表第２１条第２項の項中「１００分の１２７．５」を「１００

分の１２５」に改める。 

－提案理由－ 

この案を提出したのは、人事院勧告を踏まえ市費負担教員以外の職員の給与を、

愛知県人事委員会勧告を踏まえ市費負担教員の給与を改定する上で、必要があるた

め。 
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第７７号議案 

安城市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

上記の条例を次のとおり制定するものとする。 

令和６年１１月２９日提出 

安城市長 三 星 元 人 

安城市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例 

 安城市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例（令和元年安城市条例第

４６号）の一部を次のように改正する。 

第５条第１項中「当該職員が任用された日の属する年度の４月１日における」を

削る。 

第１８条第１項中「、同条第２項中「とする」とあるのは「とする。ただし、期

末手当基礎額に乗ずる割合（以下この項において「支給率」という。）の改定が行

われる年度における職員の期末手当の支給率は、当該職員が任用された日の属する

年度の４月１日における支給率によるものとする」と」を削る。 

第１８条の２第１項中「各号を」を「第２号を」に、「同条第２項中「支給する

勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に

定める額」とあるのは「職員に支給する勤勉手当の額の総額は、当該職員の勤勉手

当基礎額に１００分の１０２．５を乗じて得た額の総額」を「同条第２項第１号中

「職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員」とあるのは「職員」と、「

勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在（退職し、又は死亡した職員に

あっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。）において受けるべ

き扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額」とある

のは「勤勉手当基礎額」に改める。 

附 則 
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１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の安城市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例第５条第１項

及び第１８条第１項の規定は、令和６年４月１日から適用する。 

－提案理由－ 

この案を提出したのは、フルタイム会計年度任用職員の給与について、一般職の

常勤職員の給与に係る改定の取扱いに準じた改定を行う上で、必要があるため。 
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第７８号議案 

安城市職員の修学部分休業に関する条例の制定について 

上記の条例を次のとおり制定するものとする。 

令和６年１１月２９日提出 

安城市長 三 星 元 人 

安城市職員の修学部分休業に関する条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」とい

う。）第２６条の２第１項、第３項及び第４項の規定に基づき、職員の修学部分

休業に関し必要な事項を定めるものとする。 

（修学部分休業） 

第２条 修学部分休業の承認は、当該職員の１週間当たりの通常の勤務時間の２分

の１を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、５分を

単位として行うものとする。 

２ 法第２６条の２第１項の条例で定める教育施設は、学校教育法（昭和２２年法

律第２６号）に規定する大学、高等専門学校、専修学校若しくは各種学校又はこ

れらに類するものとして任命権者が定める教育施設とする。 

３ 法第２６条の２第１項の条例で定める修学に必要と認められる期間は、３年を

超えない範囲内において任命権者が適当と認める期間とする。 

（修学部分休業取得中の給与） 

第３条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、安城市職員の給

与に関する条例（昭和２９年条例第１号）第２４条第１項の規定にかかわらず、

その勤務しない１時間につき、給料（給料の調整額を含む。）の月額並びにこれ

に対する地域手当、管理職手当及び初任給調整手当の月額の合計額に１２を乗じ、

その額を安城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年安城市条例第１

０号）第２条の規定により定められた勤務時間に５２を乗じたもので除して得た
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額を減額して給与を支給する。 

（修学部分休業の承認の取消事由） 

第４条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次に掲げる事由に該当する

と認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。 

（１）修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。

（２）正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授

業を頻繁に欠席しているとき。 

（３）当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場

合で当該職員の同意を得たとき。 

 （委任） 

第５条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、次条の規定は、公

布の日から施行する。 

 （準備行為） 

第２条 この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後において修学部分休

業をするため、第２条第１項の規定による承認を受けようとする職員は、施行日

前においても、当該承認を申請することができる。 

２ 任命権者は、前項の規定による承認の申請があった場合には、施行日前におい

ても、当該承認をすることができる。 

 （安城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第３条 安城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４２年条例第１

２号）の一部を次のように改正する。 

第１６条に次の１項を加える。 

３ 職員が修学部分休業（当該職員が大学その他の市長が定める教育施設におけ

る修学のため、市長が定める期間、１週間の勤務時間の一部について勤務しな

いことをいう。）の承認を受けて勤務しない場合には、その勤務しない１時間

につき、勤務１時間当たりの給与額を減額する。 

第２３条第１項中「及び第１６条第２項」を「並びに第１６条第２項及び第３項

」に改める。 
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－提案理由－ 

この案を提出したのは、修学部分休業の制度を設ける上で必要があるため。 
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第７９号議案

西三河都市計画事業安城桜井駅周辺特定土地区画整理事業の換地処分

に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について

上記の条例を次のとおり制定するものとする。

  令和６年１１月２９日提出

安城市長 三 星 元 人

西三河都市計画事業安城桜井駅周辺特定土地区画整理事業の換地処分

に伴う関係条例の整理に関する条例

 （安城市有料駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正）

第１条 安城市有料駐車場の設置及び管理に関する条例（昭和４８年条例第１０号

）の一部を次のように改正する。

  別表第１桜井駅駐車場の項中「安城市桜井町新田１９番地１８」を「安城市桜

井町桜西１丁目１８番地８」に改める。

（安城市立保育所の設置及び管理に関する条例及び安城市福祉センターの設置及

び管理に関する条例の一部改正）

第２条 次に掲げる条例の規定中「安城市桜井町新田２０番地」を「安城市桜井町

桜西１丁目２番地６」に改める。

（１）安城市立保育所の設置及び管理に関する条例（昭和６２年安城市条例第１７

号）別表第１さくら保育園の項

（２）安城市福祉センターの設置及び管理に関する条例（平成３年安城市条例第１

４号）第２条第２項の表安城市桜井福祉センターの項

附 則

この条例は、西三河都市計画事業安城桜井駅周辺特定土地区画整理事業の換地処

分の公告があった日の翌日から施行する。

－提案理由－
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この案を提出したのは、西三河都市計画事業安城桜井駅周辺特定土地区画整理事

業の換地処分に伴い、必要があるため。
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第８０号議案 

西三河都市計画事業安城南明治第三土地区画整理事業施行規程の制定

について 

上記の条例を次のとおり制定するものとする。 

令和６年１１月２９日提出 

安城市長 三 星 元 人 

西三河都市計画事業安城南明治第三土地区画整理事業施行規程 

目次 

第１章 総則（第１条－第６条） 

第２章 費用の負担（第７条） 

第３章 土地区画整理審議会（第８条－第１６条） 

第４章 地積の決定の方法（第１７条－第１９条） 

第５章 評価（第２０条－第２２条） 

第６章 清算（第２３条－第２８条） 

第７章 雑則（第２９条－第３３条） 

附則 

第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号。以下「法」と

いう。）第３条第４項の規定により安城市（以下「施行者」という。）が施行す

る安城南明治第三地区の土地区画整理事業の施行に関し、法第５３条第２項に規

定する事項その他必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において「土地区画整理事業」、「施行地区」、「宅地」又は「

借地権」とは、法第２条第１項、第２項、第４項、第６項又は第７項に規定する

土地区画整理事業、施行地区、宅地又は借地権をいう。 
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（事業の名称） 

第３条 第１条の土地区画整理事業の名称は、西三河都市計画事業安城南明治第三

土地区画整理事業（以下「事業」という。）とする。 

（施行地区に含まれる地域の名称） 

第４条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、安城市御幸本町の一部とする。 

（事業の範囲） 

第５条 事業の範囲は、法第２条第１項及び第２項に規定する土地区画整理事業と

する。 

（事務所の所在地） 

第６条 事業の事務所は、安城市桜町１８番２３号安城市役所内に置く。 

第２章 費用の負担 

（費用の負担） 

第７条 事業に要する費用は、次に掲げるものを除き、施行者が負担する。 

（１）法第１２０条の規定による公共施設管理者負担金

（２）国庫補助金、県負担金その他負担金

（３）その他の収入

第３章 土地区画整理審議会

 （審議会の設置） 

第８条 法第５６条第１項の規定により、西三河都市計画事業安城南明治第三土地

区画整理審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

 （委員の定数） 

第９条 審議会の委員（以下「委員」という。）の定数は、１０人とする。 

２ 委員の定数のうち、法第５８条第１項の規定により選挙すべき委員の数は、８

人とする。 

３ 委員の定数のうち、法第５８条第３項の規定により市長が選任する委員の数は、

２人とする。 

 （委員の任期） 

第１０条 委員の任期は、５年とする。 

（立候補制） 

第１１条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。 

２ 土地区画整理法施行令（昭和３０年政令第４７号。以下「令」という。）第２

２条第３項の規定により確定した選挙人名簿に記載された者（以下「選挙人」と
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いう。）は、同条第１項の公告のあった日から１０日以内に立候補届を市長に提

出して候補者となり、又は他の選挙人の承諾を得て立候補推薦届を市長に提出し

て当該選挙人を候補者とすることができる。 

（予備委員） 

第１２条 審議会に施行地区内の宅地の所有者（以下「宅地所有者」という。）の

うちから選挙される委員及び施行地区内の宅地について借地権を有する者（以下

「借地権者」という。）のうちから選挙される委員について予備委員をそれぞれ

置く。 

２ 予備委員の数は、それぞれ宅地所有者から選挙すべき委員の数又は借地権者か

ら選挙すべき委員の数の半数以内とする。 

３ 予備委員は、委員の選挙において当選人を除いて次条に定める数以上の得票を

得た者のうち、得票数の多いものから順次定めるものとし、得票数が同じである

ときは、市長がくじで順位を定める。 

４ 前項の規定により予備委員を定めた場合においては、予備委員となった者にそ

の旨を通知するとともに、令第３５条第５項の公告と併せて予備委員の氏名及び

住所（法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地）並びに委員に補充

すべき順位を公告するものとする。 

５ 第３項の規定により、予備委員として定められた者は、前項の公告があった日

から予備委員としての地位を取得するものとする。 

６ 委員について令第３５条第２項の規定により当選人を定めた場合において、そ

の当選人となった者及び既に予備委員である者を除き、次条に定める数以上の得

票があったものがあるときは、第３項及び第４項の規定により予備委員を新たに

定めることができる。 

（当選人又は予備委員となる上で必要な得票数） 

第１３条 選挙による委員又は予備委員となる上で必要な得票数は、当該選挙にお

いて選挙すべき委員の数でその選挙における有効投票の総数を除して得た数の６

分の１以上とする。 

（委員の補充） 

第１４条 選挙された委員に欠員を生じた場合においては、委員に補充すべき順位

に従い順次予備委員をもって補充するものとする。 

２ 前項の規定により委員を定めた場合においては、補充により委員となった者に

その旨を通知するとともに、当該委員の氏名及び住所（法人にあっては、その名
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称及び主たる事務所の所在地）を公告するものとする。 

３ 第１項の規定により委員となった者は、前項の公告があった日から委員として

の地位を取得するものとする。 

 （委員の補欠選挙） 

第１５条 宅地所有者のうちから選挙された委員又は借地権者のうちから選挙され

た委員の欠員がそれぞれの定数の３分の１を超えるに至った場合において、補充

すべき予備委員がないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。 

（学識経験を有する委員の補充） 

第１６条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合におい

ては、市長は速やかに補欠の委員を選任する。 

第４章 地積の決定の方法 

 （従前の宅地の地積） 

第１７条 換地計画において換地を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積

（以下「基準地積」という。）は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。

）現在における不動産登記法（平成１６年法律第１２３号）第２条第９号に規定

する登記簿（以下「登記簿」という。）に登記された地積とし、施行日現在にお

いて登記されていない宅地については、施行者が査定した地積とする。 

（基準地積の更正等） 

第１８条 宅地所有者又は宅地について所有権以外の権利（処分の制限を含む。次

条において同じ。）を有する者は、基準地積が事実に相違すると認めるときは、

施行日から６０日以内に実測図（境界については、隣接する土地の所有者の承諾

を得たもの）を添えて施行者に基準地積の更正を申請することができる。 

２ 前項の場合において、同一名義人又は同一家族名義の所有者が連続するときは、

その全部の宅地について申請しなければならない。 

３ 前２項の規定による申請があったときは、施行者は、当該申請に係る宅地の地

積を確認し、その基準地積が事実に相違すると認めるときは、その基準地積を更

正しなければならない。 

４ 施行者は、基準地積が明らかに事実に相違すると認める宅地及び特に地積につ

いて実測する必要があると認める宅地について、宅地所有者及びその宅地に隣接

する土地の所有者の立会いを求めて、その宅地の地積を実測しその基準地積を更

正することができる。 

５ 施行者は、施行地区について実測した地積と施行地区内の土地各筆の地積を合
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計した地積との間に差異がある場合は、その差異に係る地積を施行地区内の土地

各筆の基準地積に按
あん

分して土地各筆の基準地積を更正しなければならない。ただ

し、次に該当する土地には按
あん

分しない。 

（１）第３項及び前項の規定により基準地積が定まった宅地

（２）施行日前に地積更正又は分筆の登記が行われた土地で登記簿に登記された地

積が実測によるものと認められるもの 

（３）施行日前に法に基づく土地区画整理事業が施行されて換地処分の登記が行わ

れた土地で登記簿に登記された地積が実測によるものと認められるもの 

６ 施行日以後に分筆した宅地の分筆後の各筆の基準地積の合計は、分筆前の当該

宅地の基準地積に符合するように定める。この場合において、実測分筆された筆

については、登記された地積を基準地積とし、残りの筆の基準地積は、分筆前の

基準地積から実測分筆された筆の基準地積を差し引いた地積とする。ただし、分

筆後の宅地各筆の所有者全員が連署した書面をもってこれと異なる申出をした場

合は、分筆前の宅地の基準地積をその申出による割合で按
あん

分した地積とすること

ができる。 

（所有権以外の権利の目的となる宅地の地積） 

第１９条 換地計画において換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地

又はその部分を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の

権利の地積は、その登記してある地積（以下「登記地積」という。）又は法第８

５条第１項の規定による申告に係る地積（地積の変更について同条第３項の規定

による届出があったときは、その変更後の地積とする。以下「申告地積」という。

）とする。ただし、その登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地

積に符合しないときは、施行者がその宅地の基準地積の範囲内で定めた地積をも

ってその権利の基準地積とする。 

第５章 評価 

 （評価員の定数） 

第２０条 法第６５条第１項に規定する評価員（以下「評価員」という。）の定数

は、３人とする。 

 （土地の評価） 

第２１条 従前の宅地及び換地の価額は、施行者がその位置、地積、区画、土質、

水利、利用状況、環境、固定資産税の課税標準等を総合的に考慮し、評価員の意

見を聴いて定める。 
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 （権利の評価） 

第２２条 所有権以外の権利（地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。以下同

じ。）の存する従前の宅地及び換地についての所有権又は所有権以外の権利の価

額は、当該従前の宅地及び換地の価額にそれぞれの権利価額割合を乗じて得た額

とする。 

２ 前項の権利価額割合は、施行者が前条の従前の宅地及び換地の価額、賃貸料、

位置、区画、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を

聴いて定める。 

第６章 清算 

 （清算金の算定） 

第２３条 換地計画において定める清算金の額は、従前の宅地の価額の総額に対す

る換地の価額の総額の比を従前の宅地の価額（従前の宅地について所有権以外の

権利が存する場合には、所有権又は所有権以外の権利の価額とする。以下同じ。

）に乗じて得た額と、当該換地の価額（換地について所有権以外の権利が存する

場合には、所有権又は所有権以外の権利の価額とする。）との差額とする。 

（換地を定めない宅地等の清算金） 

第２４条 法第９０条、第９１条第４項、第９２条第３項及び第９５条第６項の規

定により換地を定めないで金銭で清算し、又は所有権以外の権利を消滅させて金

銭で清算する場合における清算金の額は、従前の宅地の価額に前条の比を乗じて

得た額とする。 

（清算金の徴収又は交付の通知） 

第２５条 施行者は、前２条の清算金を徴収し、又は交付する場合においては、そ

の期限及び場所を定め、少なくともその期限の１０日前までにこれを納付すべき

者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。 

（清算金の分割徴収又は分割交付） 

第２６条 施行者は、その徴収すべき清算金又は交付すべき清算金の総額が１０万

円以上である場合は、それぞれ次の表に定めるところにより分割徴収し、又は分

割交付することができる。この場合において、分割徴収し、又は分割交付する期

限は、第１回の徴収し、又は交付すべき期日の翌日から起算するものとする。 

分割徴収し、又は分割交付すべき

清算金の総額 

分割徴収し、又は分割交付

する期限 
分割の回数 
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１０万円以上２０万円未満 ６か月以内 ２ 

２０万円以上３０万円未満 １年以内 ３ 

３０万円以上４０万円未満 １年６か月以内 ４ 

４０万円以上５０万円未満 ２年以内 ５ 

５０万円以上６０万円未満 ２年６か月以内 ６ 

６０万円以上７０万円未満 ３年以内 ７ 

７０万円以上８０万円未満 ３年６か月以内 ８ 

８０万円以上９０万円未満 ４年以内 ９ 

９０万円以上１００万円未満 ４年６か月以内 １０ 

１００万円以上 ５年以内 １１ 

２ 前項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、当該

清算金に付すべき利子は法第１０３条第４項の規定による公告があった日の翌日

における法定利率とし、第１回の分割徴収し、又は分割交付すべき期日の翌日か

ら付するものとする。 

３ 第１項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第１

回の徴収金額又は交付金額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額を下らな

い額とし、第２回以後の徴収金額又は交付金額は、清算金の総額を分割回数で除

して得た額にその回の利子を加えた金額とする。 

４ 第１項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、施

行者は、毎回の徴収金額又は交付金額及び毎回の納付期限又は交付期限を定めて

清算金を納付する者又は交付を受ける者に通知する。 

５ 清算金を分割納付する者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付す

ることができる。 

６ 第１項の規定により清算金を分割交付している場合において、施行者が必要と

認めたときは、交付期限前においても清算金の全部又は一部を交付することがで

きる。 

７ 施行者は、清算金を分割納付する者が分割納付に係る納付金を滞納したときは、

未納の清算金の全部又は一部について納付期限を繰り上げて徴収することができ

る。 

８ 清算金を分割納付する者は、その氏名又は住所（法人にあっては、その名称又

は主たる事務所の所在地）を変更したときは、直ちに施行者に届け出なければな
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らない。 

（延滞金） 

第２７条 法第１１０条第３項の規定により督促を受けた者が督促状に指定した期

限までに第２５条又は前条に規定する徴収すべき清算金を納付しないときは、当

該督促に係る清算金の額（１，０００円未満の端数があるときはその端数金額を、

全額が２，０００円未満であるときは全額を切り捨てる。）に当該期限の翌日か

ら納付の日までの日数に応じ、年１０．７５パーセントの割合を乗じて計算した

額（１００円未満の端数があるときはその端数金額を、全額が１，０００円未満

であるときは全額を切り捨てる。）の延滞金を徴収する。この場合において、当

該督促に係る清算金の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間

に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付のあった額を控除した額とする。 

２ 施行者は、督促を受けた者が督促状に指定した期限までに当該督促に係る清算

金を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、前項

の規定にかかわらず、延滞金を減免することができる。 

（仮清算への準用） 

第２８条 第２３条から前条までの規定は、法第１０２条の規定により仮清算金を

徴収し、又は交付するものと施行者が定めた場合に準用する。この場合において、

第２６条第２項中「法第１０３条第４項の規定による公告があった日の翌日」と

あるのは、「仮清算金の額の決定の日」と読み替えるものとする。 

第７章 雑則 

 （所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止） 

第２９条 法第８８条第２項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第

１０３条第４項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第８５条第４項

の規定により同条第１項の規定による申告又は同条第３項の規定による届出は受

理しない。 

２ 令第１９条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して２０日を経過

した日から令第２２条第１項の公告がある日までの間は、法第８５条第４項の規

定により借地権について同条第１項の規定による申告又は同条第３項の規定によ

る届出は受理しない。 

（権利の異動の届出） 

第３０条 施行日後において、宅地、建築物等について権利の異動を生じたときは、

当事者双方が連署して遅滞なく施行者に届け出なければならない。ただし、連署
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を得ることができないときは、その理由を記載した書面及びその異動を証する書

面を添付して連署に代えることができる。 

（換地処分の時期の特例） 

第３１条 施行者は、必要があるときは、換地計画に係る区域の全部について法第

７７条の規定による建築物等の移転又は除却が完了した場合においては、その他

の工事が完了する以前においても法第１０３条第２項ただし書の規定により換地

処分を行うことができる。 

（代理人の指定） 

第３２条 施行地区内の宅地について権利を有する者で本市に居住しないものは、

事業の施行に関する施行者からの通知又は書類の送達を受けるために、本市に居

住する者のうちから代理人を指定することができる。 

２ 前項の代理人を指定した者又は変更した者は、施行者にその旨を届け出なけれ

ばならない。 

（委任） 

第３３条 この条例に定めるもののほか、事業の施行について必要な事項は、別に

定める。 

附 則 

 この条例は、西三河都市計画事業安城南明治第三土地区画整理事業の事業計画決

定の公告があった日から施行する。 

－提案理由－ 

 この案を提出したのは、西三河都市計画事業安城南明治第三土地区画整理事業の

施行に伴い、必要があるため。 
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第８７号議案 

指定管理者の指定について 

次のとおり指定管理者の指定をするものとする。 

令和６年１１月２９日提出 

  安城市長 三 星 元 人 

記 

１ 公の施設 

  安城市虹の家の設置及び管理に関する条例（平成５年安城市条例第３２号）に

規定する安城市虹の家 

２ 指定をする団体 

  株式会社ＨＰＳ 

３ 指定の期間 

  令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

－提案理由－ 

 この案を提出したのは、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、必要

があるため。 
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報告第１６号 

専決処分について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づき、施設

管理に係る事故による損害賠償の額の決定及び和解について専決処分したので、同

条第２項の規定により報告する。 

  令和６年１１月２９日提出 

安城市長 三 星 元 人  
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施設管理に係る事故による損害賠償の額の決定及び和解について 

施設管理に係る事故に伴い、次のとおり損害賠償額を決定し、当該賠償額を相手

方に支払うことを内容とする和解契約を締結するものとする。 

記 

１ 損害賠償額   金４８１，６８０円 

２ 事 故 内 容 

（１）発生日時      令和６年４月１日 午後４時頃 

（２）発生場所      安城市弁天町地内 

（３）経  過      上記地内の市道において、相手方車両が市道を横断す

る側溝を通過したところ、側溝の破損により不安定に設

置されていたグレーチング蓋が跳ね上がり、当該車両に

接触したもの 

３ 相手方の損害の程度 車体底部の損傷 

４ 過 失 割 合     安城市１００パーセント 相手方０パーセント 

  令和６年１０月２５日専決 

 安城市長 三 星 元 人  
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